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１ 計画の概要 

（１）計画策定の目的 

「次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画」は、「次世代育成

支援対策推進法に基づく光市特定事業主行動計画」として平成 17年３月に策定

され、平成 22年、平成 27年、令和２年の改定を経て現在に至っています。次世

代育成支援対策推進法では、国や地方公共団体を「特定事業主」として定め、職

員の子供たちの健やかな育成のための計画（特定事業主行動計画）を策定するよ

う求めています。次世代育成支援対策推進法は時限立法のため有効期限が令和

７年３月 31日までとなっていましたが、令和 17年３月 31日まで延長されるこ

ととなりました。 

また、平成 28 年３月に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

に基づく光市水道局特定事業主行動計画」を策定し、職業生活を営み、また営も

うとする女性に対して、職業生活に関する機会の積極的な提供及び職業生活と

家庭生活との両立に資する雇用環境の整備等を目指して取り組んできました。 

この二つの特定事業主行動計画は、共通する背景や課題が多く、一体的に取組

むことがより効果的と考えられます。そのため、光市水道局では次世代育成支援

対策推進法と女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍

推進法」という。）に基づく特定事業主行動計画を統合し、「光市水道局特定事業

主行動計画」として策定することとしました。 

 

（２）計画期間  

計画期間は令和７年４月１日から令和 12年３月 31日までの５年間とします。

ただし、計画期間中においても、国の動向等を踏まえ、必要に応じて計画の見直

しを行います。  

 

（３）計画の推進に向けた体制の整備等 

ア 計画の管理 

  職員の働く環境を取り巻く社会情勢や国・県の政策の動向等を踏まえて、

目標や取組内容を適宜見直し、必要に応じて目標の変更や取組項目の改善等、



計画への反映を行います。 

 

イ 計画の公表 

  次世代育成支援対策推進法と女性活躍推進法に基づき、行動計画に基づく

取組の実施状況を把握し、ホームページに公表します。 

 

２ 目標達成状況と課題 

（１）目標達成状況 

 目標設定時の数値 

（平成 30 年度） 

達成状況 

（令和５年度） 

目標値 

（令和７年度） 

採用試験受験者女性割合 42.9％ 14.3％ 45％以上 

職員数に占める女性割合 8.3％ 11.4％ 10％以上 

男性職員の配偶者出産休暇の取得率 100％ 100％ 100％ 

女性職員の育児休業の取得率 100％ 対象職員なし 100％ 

男性職員の育児参加のための休業の取得率 0％ 0％ 80％以上 

 

（２）課題 

採用試験受験者女性割合については、目標を達成することはできておらず、

男性職員の配偶者出産休暇の取得率は高い取得率となっていますが、育児参加

のための休業の取得率は目標を達成することはできていません。 

誰もが働きやすい職場（社会）の実現のためには、既存制度の周知徹底及び

職員の意識改革に重点をおいて、職場における育児休業等を取得しやすい職場

の雰囲気の醸成が必要です。 

また、子の育児・養育期間だけでなく、自身の病気、家族の看護、親の介護

など、仕事との両立が困難な状況において、相互に助け合い、各種制度が利用

できる誰もが働きやすい職場とすることが必要です。 

 



３ 目標と取組 

（１）目標 

①  ワーク・ライフ・バランスの実現 

②  仕事と子育ての両立ができる職場環境の整備 

③  すべての職員がいきいきと活躍できる組織づくり 

 近況値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 

採用試験受験者女性割合 14.3％ 45％以上 

職員数に占める女性割合 11.4％ 10％以上 

男性職員の配偶者出産休暇の取得率 100％ 100％ 

女性職員の育児休業の取得率 対象職員なし 100％ 

男性職員の育児参加のための休業の取得率 0％ 50％以上 

 

 （２）目標に対しての取組 

  ① ワーク・ライフ・バランスの実現について 

  超過勤務の状況（月平均時間） 

目標 
近況値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11年度） 

平均超過勤務時間

（月平均） 
4.5 時間／月 8 時間／月 

ア 職員一斉ノー残業デーの実施 

   原則毎週金曜日を「職員一斉ノー残業デー」と定めます。 

 

 イ 時間外勤務を適正に管理するための意識啓発等 

    時間外勤務の事前命令を徹底し、労働基準法の制限時間の上限を遵守

します。また、職員へは取組の重要性について意識啓発を図ります。 

 

   



ウ 年次休暇の取得の促進 

・年次休暇の取得は職場での相互理解の上で成り立っているということ 

を職員間で徹底することにより、職場の意識改革を図ります。 

・管理職が、所属職員の年次休暇の取得状況を把握することで、計画的

な年次休暇の取得を促進します。 

 

  エ 連続休暇等の取得の促進 

    ・月曜日、金曜日に年次休暇を取得することで、週休日を合わせた連休 

     となるよう、年次有給休暇が取得しやすい雰囲気を醸成します。 

    ・国民の祝日や夏季休暇と合わせた年次休暇の取得促進を図ります。 

・職員やその家族の誕生日、記念日等の年次休暇の取得促進を図ります。 

・ゴールデンウィークやお盆期間における公式会議の自粛に努めます。 

    ・年末年始は長期年次休暇の取得促進を図ります。 

 

  オ 柔軟で多様な働き方の推進 

    家族の育児や介護を行う職員が、各種休暇を取得しやすい職場の雰囲 

    気を醸成するため、職務分担の配慮や両立支援の体制の整備を図りま 

す。 

 

②  仕事と子育ての両立ができる職場環境の整備について 

  ア 妊娠中の特別休暇の周知 

    母体保護及び母体健康管理の観点から設けられている特別休暇及び 

    育児休業の制度等の周知徹底を図ります。 

     

  イ 経済的支援制度の周知 

    出産費用の給付や育児期間中の育児休業手当金の支給といった経済 

    的支援措置については、制度の周知により職員の不安解消を図りま 

す。 

 

  ウ 業務分担の見直し 

妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行います。 

  

  エ 育児休業・部分休業制度等の周知 

    育児休業等の制度概要を妊娠を申し出た職員や配偶者が出産予定の職 

員に対して周知し、妊娠・出産、配偶者出産休暇や育児休業などの取得 

促進に向けて啓発を図ります。 



  オ 育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成・職場づくり 

    こどもが生まれた職員が円滑に育児休業等を取得できるよう職員の意

の醸成を図ります。 

   

  カ 男性職員の子育て目的の休暇の取得促進 

    男性職員が取得できる子育て目的の休暇制度の周知をし、仕事と家庭 

    の両立が図れるよう休暇の取得を促進します。 

 

  キ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

    育児休業（パパ育休含む）中の職員に対して、業務に復帰しやすい職場 

環境づくりに努めます。 

   

  ク 管理職等を対象とした取組 

    管理職に対して、育児休業を取得する職員の活躍推進や仕事と生活の 

調和を図るための意識啓発を行います。 

 

  ケ 子の看護のための休暇等の取得の促進 

    子の看護のための休暇等の特別休暇を周知するとともに、希望する職 

員が取得しやすい組織風土の醸成を図ります。 

 

③ すべての職員がいきいきと活躍できる組織づくり 

目標 
近況値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和 11年度） 

平均継続勤務年数 
男性職員 16.1年 男性職員 17.0年 

女性職員 21.0年 女性職員 22.0年 

 

ア 性別に捉われない職務機会の付与 

    すべての職員が能力や適性を十分に発揮できるよう、適正な昇任管理 

    と適材適所の人員配置を実施し、職員が職務経験を通じて幅広いスキ 

ルを習得する機会の提供を図ります。 

 

イ 偏見をなくすための意識改革 

「男性は～するべき」「女性は～するべき」といった、性別等によるア 

ンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）を解消し、対等な立場で相互 

に助け合うことを促進します。 

 



  ウ ハラスメントの防止 

    職員がハラスメントによる精神的苦痛を被ることのないよう、職員へ 

    の意識啓発及び知識の向上を図るとともに、職員からの相談等に対応 

    する体制づくりに努めます。 

 

  エ メンタルヘルス対策  

    ・職場環境や職務上の要因によりメンタル不調に陥ることを未然に防 

     ぐため、管理職等に対する意識づけや制度の活用を検討します。 

    ・新規採用職員に対して面談等を行い、不安や悩みを早期に把握し、解 

     決方法を一緒に考えることで、モチベーションの低下を防ぎ、離職防 

止を図ります。 

 

  オ 健康診断や各種予防対策の実施 

    定期的な健康診断や、業務上必要な予防対策を実施し、職員の健康維持 

と安全確保に努めます。 


